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銀
行
法
施
行
令
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昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）

改

正

案

現

行

（
外
国
銀
行
支
店
に
関
す
る
読
替
え
）

（
外
国
銀
行
支
店
に
関
す
る
読
替
え
）

第
九
条

法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
銀
行
支
店
（
法
第
四
十
七

第
九
条

法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
銀
行
支
店
（
法
第
四
十
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
支
店
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
法

条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
支
店
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
法

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
法

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

の
規
定

の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
第
一

資
本
準
備
金
の
額
と
併
せ

二
十
億
円

第
十
八
条

そ
の
資
本
の
額

二
十
億
円

項

て
そ
の
資
本
の
額

利
益
の
処
分
と
し
て
支
出

利
益
（
利
益
と
し
て
金

利
益
の
処
分
と
し
て
支
出

利
益
（
利
益
と
し
て
金

す
る
金
額
の
五
分
の
一
以

融
庁
長
官
の
定
め
る
も

す
る
金
額
の
五
分
の
一
以

融
庁
長
官
の
定
め
る
も

上
を
、
商
法
第
二
百
九
十

の
を
い
う
。
）
の
額
に

上
を
、
商
法
第
二
百
九
十

の
を
い
う
。
）
の
額
に

三
条
ノ
五
第
一
項
（
中
間

十
分
の
一
を
超
え
な
い

三
条
ノ
五
第
一
項
（
中
間

十
分
の
一
を
超
え
な
い

配
当
）
の
金
銭
の
分
配
を

範
囲
内
で
金
融
庁
長
官

配
当
）
の
金
銭
の
分
配
を

範
囲
内
で
金
融
庁
長
官
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行
う
ご
と
に
そ
の
分
配
額

の
定
め
る
率
を
乗
じ
て

行
う
ご
と
に
そ
の
分
配
額

の
定
め
る
率
を
乗
じ
て

の
五
分
の
一
を
そ
れ
ぞ
れ

得
た
額
以
上
の
額
を

の
五
分
の
一
を
そ
れ
ぞ
れ

得
た
額
以
上
の
額
を

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
外
国
銀
行
支
店
の
利
益
準
備
金
の
積
立
て
に
関
す
る
特
例
）

（
外
国
銀
行
支
店
の
利
益
準
備
金
の
積
立
て
に
関
す
る
特
例
）

第
十
三
条

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規

第
十
三
条

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ

定
に
よ
り
外
国
銀
行
支
店
が
積
み
立
て
た
同
項
の
利
益
準
備
金
は
、
金
融
庁
長

り
外
国
銀
行
支
店
が
積
み
立
て
た
同
条
の
利
益
準
備
金
は
、
金
融
庁
長
官
の
承

官
の
承
認
を
受
け
て
各
決
算
期
に
お
け
る
当
該
外
国
銀
行
支
店
の
損
失
（
損
失

認
を
受
け
て
各
決
算
期
に
お
け
る
当
該
外
国
銀
行
支
店
の
損
失
（
損
失
と
し
て

と
し
て
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
の
補
て
ん
に
充
て
る
場
合
の

金
融
庁
長
官
の
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
の
補
て
ん
に
充
て
る
場
合
の
ほ
か
、

ほ
か
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

外
国
銀
行
支
店
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
八
条

２

外
国
銀
行
支
店
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
八
条

第
一
項
の
利
益
準
備
金
の
額
に
相
当
す
る
資
産
を
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ

の
利
益
準
備
金
の
額
に
相
当
す
る
資
産
を
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

ろ
に
よ
り
、
国
内
に
お
い
て
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
、
国
内
に
お
い
て
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

外
国
銀
行
が
複
数
の
法
第
四
条
第
一
項
の
内
閣
総
理
大
臣
の
免
許
を
受
け
て

３

外
国
銀
行
が
複
数
の
法
第
四
条
第
一
項
の
内
閣
総
理
大
臣
の
免
許
を
受
け
て

い
る
場
合
に
お
い
て
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
免
許
に

い
る
場
合
に
お
い
て
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
免
許
に

係
る
す
べ
て
の
外
国
銀
行
支
店
を
一
の
外
国
銀
行
支
店
と
み
な
し
て
、
第
九
条

係
る
す
べ
て
の
外
国
銀
行
支
店
を
一
の
外
国
銀
行
支
店
と
み
な
し
て
、
第
九
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
前
二
項
の
規
定
を

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
八
条
及
び
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
益

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
利
益
準
備
金
の
積
立
て
は
、

準
備
金
の
積
立
て
は
、
当
該
免
許
に
係
る
外
国
銀
行
支
店
の
う
ち
金
融
庁
長
官

当
該
免
許
に
係
る
外
国
銀
行
支
店
の
う
ち
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
外
国
銀
行
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の
指
定
す
る
外
国
銀
行
支
店
に
お
い
て
す
る
も
の
と
す
る
。

支
店
に
お
い
て
す
る
も
の
と
す
る
。
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